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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべき

との申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS Q 9024:2003 は改正さ

れ，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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改善の手順及び技法の指針 
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0 序文 

0.1 一般 

組織がその使命，理念及びビジョンを果たし，持続可能な成長を実現するためには，環境の変化に俊敏

に適応し，顧客及びその他の利害関係者のニーズ及び期待に応える高い顧客価値を創造していく必要があ

る。また，そのためには，目標を現状より高い水準に設定して，問題又は課題を特定し，問題解決又は課

題達成を繰り返すことで製品及びサービス，プロセス又はシステムを改善することが重要である。 

改善は，次のようなことに寄与する。 

－ 新たな価値の創造及び提供による顧客及びその他の利害関係者の満足度の向上 

－ 製品及びサービスの品質，コスト，量及び納期，安全性などの最適化 

－ 気候変動によるリスクを含む，地球環境などの問題及び課題の解決 

－ 働く人々の満足，士気，倫理などの向上 

改善を効果的かつ効率的に実施するためには，科学的にアプローチすることが重要であり，成功した改

善には共通するパターンがあるため，これを手順として活用することが有効である。また，手順に沿って

改善を進める場合，問題及び課題の種類に応じて適切な技法を活用することが重要である。 

この規格は，問題及び課題の解決及び達成によって組織の総合的なパフォーマンスを高めることを目的

に，改善を効果的かつ効率的に行うための手順，改善に有効な技法及び改善の組織的な推進に関する指針

をまとめたものである。 

なお，改善は，総合的品質管理（Total Quality Management，以下，TQM という。）において中核となる活

動の一つである。TQM において中核となる活動及びその組織的推進を，附属書 A に示す。 

0.2 他の規格との一貫性 

この規格は，改善の手順及び技法に関する指針として独立して使用することを意図して作成されている

が，マネジメントシステムのパフォーマンス改善に関する一連の規格である，方針管理を対象とする JIS 

Q 9023，日常管理を対象とする JIS Q 9026，プロセス保証を対象とする JIS Q 9027，小集団改善活動を対

象とする JIS Q 9028，品質マネジメント教育を対象とする JIS Q 9029，新製品及び新サービス開発管理を

対象とする JIS Q 9030，並びに顧客のニーズを把握及び変換する方法論である品質機能展開を扱った JIS 


